
　 当団地は、都市計画法第11条第１項第８号による「一団地の住宅施設」の都市計画

決定がなされており、主に次のような制限があります。



■　電柱等について

　　　　一部の宅地内及び道路等の公共用地にすでに設置されている電柱・支線等については、

　　原則として撤去・設置位置の変更等できません。

　　　　なお、電柱等の土地使用については、お客様と電柱等管理者との間で使用承諾の手続きを

　　行っていただくこととなります。

　　　　詳細につきましては、以下をご確認ください。

　　　　◎九電柱：九州電力送配電　福間配電事業所

　　　　　　https://www.kyuden.co. jp/td/ functions/off ice/ fukuoka/fukuma.html

　　　　◎NTT柱：NTT西日本（電柱・ケーブル移転のWEB受付）

　　　　　　https://setsub i i ten-web-west.gvm-jp.group is-ex.ntt/move-pole/top


